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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　ドミニカ共和国政府は、同国水利庁技術者の水管理・灌漑施設維持管理技術の向上と農家によ

る水管理組織運営の強化を目的として、我が国にドミニカ共和国灌漑農業開発研修センター計画

に関するプロジェクト方式技術協力を要請してきました。国際協力事業団はこの要請を受けて、

平成11年７月20日から８月２日まで当事業団農業開発協力部長 鮫島信行氏を団長とする事前調査

団を現地に派遣しました。

　同調査団は、本プロジェクトの要請背景等について、ドミニカ共和国政府関係者と協議及び現

地調査を行いました。

　さらに、事前調査報告を踏まえ、本プロジェクトの開始に必要な現地調査及びドミニカ共和国

政府関係者との協議を行う目的で、平成12年２月13日から２月26日まで、短期調査員６名を派遣

しました。

　本報告書は、事前調査団による協議・調査結果及び短期調査員による協議・調査結果を取りま

とめたものであり、今後プロジェクト実施の検討にあたり広く活用されることを願うものです。

　終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。

　平成12年３月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
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１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　ドミニカ共和国において、農業生産は国内生産の12.7％、農家人口は総人口782万人のうち22％

にあたる170万人を占めている（1995年）。また、総輸出額に占める農産物の割合は45％（1994

年）であり、ドミニカ国経済・社会における農業の役割は大きい。しかし、ここ数年間の農業人

口の減少に伴う耕作面積の減少や既存灌漑施設の老朽化により、農作物の総生産量は必ずしも安

定しておらず、単位面積当たりの収量を増加させるための効率的な農業が求められている。特に

灌漑農業については、既存灌漑施設が施設自体の老朽化や不適切な水管理のためにフル稼働して

おらず、灌漑用水不足の問題を引き起こしている。

　ドミニカ国政府は、継続的な経済発展及び人口増加の結果による国内食糧需要の伸びに対応す

るため、農業生産の増加を優先政策課題としている。国家社会経済開発戦略の中の灌漑農業に関

する重要方針は、既存灌漑施設の復旧と維持管理、農民への施設移管による水管理システムの改

善を促進させることとされている。

　このような状況下で、水利庁（INDRHI）は、灌漑施設がすでに導入された地域の灌漑効率を高

める活動の一環として、水管理、灌漑施設維持管理に携わる技術者の能力向上と農家による水管

理組織の機能強化を進めてきた。しかし、INDRHIの不十分な予算と技術者の能力不足により、こ

れまで十分な成果があがっていないことから、ドミニカ国政府は日本国政府に対し、技術者の水

管理・灌漑施設維持管理技術の向上と農家による水管理組織運営の強化を目的としたプロジェク

ト方式技術協力を要請してきた。

　これを受けて国際協力事業団は、以下の目的で、事前調査団を派遣した。

(1) 相手国政府のプロジェクト要請の背景及び内容を把握し、プロジェクトの国家開発計画等

の上位計画の中での位置づけを確認する。

(2) ドミニカ国側のプロジェクト実施体制などについて調査し、本プロジェクト実施のための

具体的な体制（組織、予算、人員等）のあり方について相手側と協議する。

(3) ドミニカ国における営農状況、灌漑施設の現状、水管理手法、農民組織等を調査し、対象

地区農業の現状を把握するとともに、プロジェクト活動内容策定に係る情報を収集する。

(4) 無償資金協力との連携の必要性を確認する。

(5) 上記を踏まえて、プロジェクト方式技術協力実施の可能性を協議、確認し、今後さらに調

査、検討を要する事項及び留意すべき事項を整理する。

(6) 協議結果をミニッツに取りまとめ、署名・交換する。
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１－２　調査団の構成

１－３　調査日程

　期間：1999年（平成11年）７月20日（火）から８月２日（月）まで：計14日間

担当分野 氏　　名 所　　　　　属
総　　括 鮫島　信行 国際協力事業団農業開発協力部長
協力企画 佐々木智康 農林水産省経済局国際部技術協力課
水管理/水利組織 永代成日出 国際協力事業団国際協力総合研修所国際協力専門員

施設管理 加藤　　孝
農林水産省構造改善局建設部設計課海外土地改良技術室
海外技術調査係長

栽培/普及 清水　豊弘 福井県農林水産部農業技術経営課専門技術員
研修計画/技術協力 山口　和敏 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

日順 月日(曜) 行　程 調　査　内　容
１ ７月 20 日(火) 成田

→ニューヨーク
移動
（成田 11:00 発　NH010　10:30 着　ニューヨーク）

２ ７月 21 日(水) ニューヨーク
→サント・ドミンゴ

移動
（ニューヨーク 9:00 発　AA735　12:57 着　サント・ドミンゴ）
JICA事務所表敬

３ ７月 22 日(木) サント・ドミンゴ  9:30　大統領府技術庁（STP）表敬
10:30　日本大使館表敬・打合せ
14:00　水利庁（INDRHI）表敬、協議

４ ７月 23 日(金) 〃  8:30～12:00＜南部地区調査＞
水利庁バニーの灌漑排水研修センター(CENACID)及び研修農場
14:00～18:30 水利庁長官表敬及び協議

５ ７月 24 日(土) 〃 資料整理、団内打合せ
６ ７月 25 日(日) サント・ドミンゴ

→サンティアゴ
14:00　移動
15:00　飯田シニアボランティア訪問（18:00 サンティアゴ着）

７ ７月 26 日(月) サンティアゴ ＜北部地区調査＞
 8:30　ジャケ・デル・ノルテ地方事務所表敬及び協議
10:30　農地庁研修施設（CECARA）
11:30　Ulises Francisco Espaillat（UFE）水利組合連合体
14:00　UFE域内研修農場及びプロジェクトサイト候補地調査

８ ７月 27 日(火) サンティアゴ
→サント・ドミンゴ

 7:30　移動
 9:30　水利庁修理工場視察
10:30　（～終日）合同協議（水利庁）

９ ７月 28 日(水) 〃  9:00　合同協議（水利庁）
14:00　農務省（SEA）表敬
15:30　農地庁（IAD）表敬

10 ７月 29 日(木) 〃  9:30（～終日）ミニッツ案最終協議
・協力企画及び水管理・水利組合２団員 USAID訪問・意見交換
・栽培団員のみ山間傾斜地農業開発計画ヤマサ普及所調査
18:00　調査団主催レセプション

11 ７月 30 日(金) 〃 10:00　ミニッツ署名・交換
11:00　日本大使館報告
12:00　JICA事務所報告 20:00 水利庁長官主催レセプション

12 ７月 31 日(土) サント・ドミンゴ
→ニューヨーク

移動
（サント・ドミンゴ 12:15 発　AA588　16:00 着ニューヨーク）

13 ８月１日(日) ニューヨーク
→成田

移動
（ニューヨーク 12:15 発　NH009　成田２日 14:50 着）

14 ８月２日(月) 成田着 帰国
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１－４　主要面談者

(1) 大統領府技術庁（Secretaría Técnica de Presidencia: STP）

Ms. Rosa Ng de Eberle 次官

羽田　由紀子 個別専門家（政策アドバイザー）

(2) 水利庁（Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos: INDRHI）

Mr. Francisco Rodríguez 長官

Mr. Gilberto Reynoso 国際協力プロジェクト室長

Mr. Ysócrates Hernando 灌漑部長

Mr. José Gerardo Méndez 灌漑部農地水利課長

Mr. Dionisio Mejía 灌漑部組織研修課長

Mr. Eliseo González 計画部長

Mr. Antonio Manuel de Jesús Camilo アシスタントアドバイザー室長

Mr. Andrés Fernández アシスタントアドバイザー室

Mr. Gil Manuel Fernández アシスタントアドバイザー室

Mr. Vicente Gómez Núñez ジャケ・デル・ノルテ地方事務所長

Mr. José Monte B. Ulises Francisco Espaillat (UFE)

水利組合連合体代表

永木　隆介 個別専門家（灌漑農業開発政策アドバイザー）

Mr. Luis Rosado 永木専門家アシスタント

(3) 農務省（Secretaría de Estado de Agricultura: SEA）

Mr. Leandro Mercedes 次官

(4) 農地庁（Instituto Agrario Dominicano: IAD）

Mr. Ramón Moreno Figueroa 次官

(5) 在ドミニカ共和国日本大使館

赤澤　正人 大使

渡邉　利夫 参事官

田中　忠重 書記官
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(6) 山間傾斜地農業開発計画

矢澤　佐太郎 リーダー

坂入　賢二 業務調整

(7) JICAドミニカ共和国事務所

青山　　豪 所長

竹内　　淳 次長

高橋　政行 所員

(8) 通訳

勝又　明則 ホンデュラス事務所
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２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約

(1) 調査目的

　ドミニカ共和国政府は、同国水利庁が農民水利組織（フンタ・デ・レガンテス）の職員等を

対象に計画している技術研修に関連し、研修プログラムの策定、講師の育成、教材の開発等に

係るプロジェクト方式技術協力を我が国に要請してきた。

　本事前調査団はこれを受けて、1999年７月20日から８月２日までの日程でドミニカ共和国を

訪問し、同国関係機関との協議及び調査を通じて、本要請の背景及び問題の所在を確認すると

ともに関連情報を収集し、技術協力の可能性とその枠組みを明らかにした。また本要請と合わ

せて、同国が無償資金協力を要請している灌漑農業開発研修センターの建設等についても、そ

の必要性を確認した。

　調査団はこれらの協議で、プロジェクト目標及び活動内容、プロジェクトの枠組み等、ドミ

ニカ共和国側と合意した事項をミニッツ（付属資料１．）に取りまとめ、調査団長とロドリゲ

ス水利庁長官との間で署名を取り交わした。

　調査団の活動概要は、以下に述べるとおりである。

(2) 背景

　ドミニカ国は、観光産業や貿易フリーゾーンにおける輸出産業の振興などにより経済開発を

進めてきているが、農業セクターの生産性は低く、多くの食料を輸入に依存しながらも多数の

農民が貧困から脱け出せない状況にある。このような状況にかんがみ、同国は教育、保健分野

と合わせて農業政策を最優先分野の１つと位置づけてその推進を図ってきている。特に乾燥地

／半乾燥地が多いドミニカ国では、灌漑農業の果たす役割は大きく、我が国からの有償、無償

資金協力を含め水資源開発に取り組んできたが、ダムの建設も一巡し、灌漑効率の改善による

実質灌漑面積の増大と付加価値の高い灌漑農業の導入による農民所得の向上が今後の課題と

なっている。

　一方ドミニカ国は、行政の効率化の観点から公的セクターの民営化を図っており、水利庁に

おいても同庁が所管している灌漑施設の管理を農民水利組織に移管するプログラムを世界銀

行、米州開発機構の協力を得て進めているところである。同プログラムにより最終的には灌漑

受益面積の８割で農民水利組織が設立され、ダムや取水口などの基幹施設を除く大部分の水利

施設が農民自身により維持管理されることになる。この移管により、水管理に対する農民の自

主性が高まるのみならず、公平な水の分配も可能になり、行政コストの節減と合わせて効率的

な水利用による農業生産性の向上が図れることが期待されている。

　しかしながら移管を円滑に進めていくためには移管の受け皿となる農民水利組織の技術能力
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の強化が不可欠である。これに対し、水利庁は既存の研修センターや実習農場において限定的

な形の研修を行ってきてはいるが、研修設備、講師、教材のいずれも著しく不足しており、体

系的な研修プログラムの実施には至っていない。このためドミニカ国政府は、今回の技術協力

を我が国に求めてきたものである。

(3) プロジェクト目標及び活動内容

　プロジェクト目標は、農民水利組織が移管された水利施設を適切に維持管理し、公平かつ効

率的な水利用により収益性の高い農業をリードできるだけの能力を備えることにある。このた

め水利庁は水利組織に対し、以下の４つの分野で必要な研修を提供することとし、国際協力事

業団は研修プログラムの策定、研修教材の開発、研修講師の育成、モデル的な研修の実施に必

要な技術協力を行うものとする。

１）圃場水管理（灌漑計画、灌漑方法、配水）

２）灌漑施設の維持管理（維持管理、操作、軽微な修繕）

３）栽培技術（基幹灌漑作物についての栽培技術）

４）重機の維持管理（維持管理、軽微な修繕）

　なお、栽培技術については農務省普及局の行っている普及事業との重複の可能性、重機の維

持管理については民間サービスの利用可能性をさらに詰めたうえ、最終的な協力分野を特定す

る必要がある。またこれらの研修は、世界銀行及び米州開発銀行が行う財政、法制度面での研

修と連携する必要がある。

(4) 無償資金協力との関連性

　ドミニカ国は本プロジェクトと関連して、南部地域においては水利庁バニーの灌漑排水研修

センターの拡張及びアスアの機械修理工場の整備、北部地域においてはサンティアゴの灌漑農

業開発研修センターの新設を要請してきている。これに対する本調査団の見解は次のとおりで

ある。

１）バニーの灌漑排水研修センター

　若干の拡張・改修と機材の補充を行えば南部地域のセンターとしての機能は今後も果たし

ていけるものと考える。ただし重機の維持管理を研修に含める場合には実習用の重機の供与

と整備ヤードの建設が必要になろう。また、研修生の送迎用のマイクロバスについても供与

が必要と考える。費用についてはプロジェクト方式技術協力予算の範囲内で拠出可能と考え

られる。

２）アスア機械修理工場

　研修との関連性が希薄なため無償サイドで検討されるべき事項と考える。
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３）サンティアゴの灌漑農業開発研修センター

　　水利庁が管理移管を計画している灌漑面積の３分の２が北部地域に偏在している。

したがって水利組織に対する研修を効率的に実施するためにはサンティアゴの灌漑農業開発

研修センターの建設は不可欠であると考える。ただしその規模については、今回水利庁より

提示された研修プログラム素案で判断する限り、最大２教室、60名を収容できれば十分であ

り、バニーの灌漑排水研修センターの２倍程度の施設を想定することが適当と考える。また

実習農場については建設予定地の面積的制約からセンターに付属して設置することは不可能

であり、水利組織受益地内の圃場を借り上げて設置することとなろう。研修生の送迎用の車

両の必要性はバニーの灌漑排水研修センターに同じである。なお実習用の重機の供与と整備

ヤードの建設については研修の必要性に応じて検討するものとする。

(5) プロジェクトの枠組み

　プロジェクトの実施期間は５か年とする。研修プログラムの策定にあたっては、水利組織の

実態を踏まえたニーズの確認や関連機関との連携の可能性について見極める必要があり、また

水利庁の研修担当部局の拡充や講師候補となる職員の資質向上を図る必要がある。このためプ

ロジェクト前半は専門家をサント・ドミンゴの水利庁本部に派遣し、この期間にバニーの灌漑

排水研修センターの改修及びサンティアゴの灌漑農業開発研修センターの建設を行うことが適

当と考える。

　プロジェクト後半では、これら両センターを拠点にモデル研修を実施する。この際、専門家

をセンターに常駐させるかどうかについてはプロジェクト開始時点では決定せず、必要に応じ

討議議事録（Record of Discussions: R/D）の変更で対処するものとする。

　専門家の構成は、前半についてはリーダー、調整員、施設維持管理、圃場水管理（稲作）の

４名体制とする。後半については栽培分野の専門家を加えた５名体制とするが、実際の専門分

野については後日決定するものとする。なお、重機の維持管理については短期専門家とする。
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３．プロジェクトの背景・位置づけ３．プロジェクトの背景・位置づけ３．プロジェクトの背景・位置づけ３．プロジェクトの背景・位置づけ３．プロジェクトの背景・位置づけ

３－１　プロジェクトの背景及び概要

　ドミニカ共和国は、フリーゾーンによる輸出産業や観光産業の振興などにより１人当たりのGNP

は1,700ドルを超え、成長率が近年は７～８％台となっており、国情も安定している。

　しかしながら、農業セクターについてみると、砂糖、コーヒー、タバコ、カカオ等の戦略的輸

出農産物や米などの食用作物についても生産性が低い状況であり、食料自給率は50％を下回って

いる状況である。また、農業生産は国民総生産額の約12.7％を占める一方、農業従事者は就業人

口の約22％を占め、農業所得は平均所得を大きく下回っており、貧困の解決という観点からも農

業生産性の向上が必要となっている。

　このため、ドミニカ国政府は教育や保健と並んで農業の振興について、高いプライオリティー

を付けている。

　一方で、同国政府は、行政効率化のため、砂糖公社の民営化に見られるように公的セクターの

民営化を推進しており、水利庁においても、現在直轄管理している２次水路以下の灌漑施設を農

民によって組織される水利組合に移管するプログラムを実施中である。当プログラムは、世界銀

行や米州開発銀行が老朽化した灌漑施設のリハビリテーションと併せて支援しており、これまで

国内総灌漑面積の約30％が移管されてきており、将来的には80％を移管する計画である。

　灌漑施設の水利組合への移管により、農民の自主性が高まり、これまでと比べてより効率的か

つ公平な水配分が可能となることが期待される。しかしながら、これを実現するためには、水利

組合が組織運営能力に加えて、施設の適正な維持管理についての能力を身につける必要がある。

このためには、組合における人材育成と技術トレーニングが不可欠である。同様に、農業生産性

の真の向上のためには、灌漑用水の効率的な利用だけでなく、農民が適切な作物の選択や栽培技

術を身につける必要がある。これらの能力が組合に付与されることにより、収益性の高い農業生

産が実現され、貧困問題の改善と食料状況の改善が可能となりうる。

　今回、ドミニカ国政府から日本国政府に対して要請されたプロジェクト方式技術協力の目的は、

灌漑施設の民営化を支援し、水管理の改善を通して、農業生産性を向上させるために、水利庁が

水利組合に対して行う灌漑農業分野の研修を強化するのに必要な技術移転を行うことである。

３－２　国家計画における位置づけ

　1996年、政府全体としての国家計画である「国家社会開発計画」が策定された。これは前政権

で策定された国家計画とほとんど変更点はないが、現在は全く機能しておらず、形骸化している

状況といえる。

　現在、各省庁独自の国家計画が策定されており、農業セクターでの政策は、水利庁と農務省が、
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以下の計画を掲げている。

(1) 水利庁「水資源国家計画」

　水利庁では、当該セクターの大きな変革をめざしており、灌漑システムの効率改善対策の実

施、水利組合の組織化と強化、流域保全計画への地元組織参加を推進している。そのために、

水資源の管理及び利用、水利庁の組織改編や法体系の見直し，人材育成及び研修等の活動を

行っている。

(2) 農務省「食料生産国家計画」

１）国家政策

　農業と地方農村に関する新しい視野に基づいて政策が策定され、社会と住民の福祉におけ

る農業の役割を再評価することに主眼がおかれており、農産物の多様化に対応し、流通及び

加工に関する改革をめざし、住民の食料保障のために農産物の生産、加工及び流通体系を整

備することとしている。

２）国家稲作計画

　米の自給をめざしており、国際的動向を考慮した米生産の持続的発展、生産性及び市場競

争力強化のための改善を行うこととしている。

　また、国内自給のための米生産の持続的増加のために、土地利用度の拡大、生産性の向上

及び生産費の削減を推進している。

３－３　第三国等の援助事業の概要

(1) 世界銀行（WB）の借款事業「灌漑地と流域の管理計画（PROMATREC）1997～2002」

　主にアスア、バニー、サンティアゴの３つの灌漑地区にいる農民を対象にして、老朽化した

既存灌漑施設のリハビリや近代化、水利組合組織化の推進等を図って「灌漑システムの管理移

管支援」を行うことを目的としている。

　主な活動内容は、インフラストラクチャーの整備、農民のニーズに関する調査研究を踏まえ

た農業開発、農民や水利組合の組織強化、流域管理である。

　また、研修については、組織の運営や経理などの項目を実施予定であるが、現在コンサルタ

ントによる調査を行っている段階である。今後、コンサルタントによりテキストを作成し、研

修を実施する予定である。
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(2) 米州開発銀行（IDB）の借款事業「受益者による灌漑システムの管理計画（PROMASIR）

　1997～2002」

　全国309の灌漑地区のうち、40の地区（まだ水利組合が組織されていない地区も含む）の農

民を対象に、灌漑施設の農民への移管や老朽化した既存灌漑施設のリハビリ、水利組合の組織

化の推進等「灌漑システムの管理移管支援」を行うことを目的としている。

　主な活動内容としては、インフラの整備、農民の組織化、調査研究、オペレーションの改善

等を行っている。

　研修については、法律、ジェンダー、環境に関する研修、人事や経理等の総務部門の研修を

行うこととしているが、現在、コンサルタントが調査中であり、明確な内容は定まっていな

い。PROMATRECと同様に、コンサルタントが研修を実施する予定である。

(3) 米国国際開発庁（USAID）の「施設管理移管モデルプロジェクト（PROMAF）1983～

　　1993」

　灌漑施設の水利組合の施設管理移管のモデルとなった最初のプロジェクトである。南部のア

スア、北部のサンティアゴの２つの灌漑地区が協力対象となった。

　このプロジェクトは、老朽化した既存灌漑施設のリハビリ、水利組合の組織化、オペレー

ションの改善等を実施した。

３－４　考察

　今般、ドミニカ国から要請のあった本プロジェクト方式技術協力については、背景や現状から

ドミニカ国にとってはその必要性が確認されるものであり、また、国家政策等にも合致している。

　また、他のドナー機関の上記(1)、(2)のプロジェクトは現在進行中で、２次水路以下の灌漑施

設の水利組合への移管や水利組合の組織化に関する協力内容がメインとなっており、研修につい

ても、プロジェクトで傭上するコンサルタントがプロジェクトの協力期間内に農民に対して行う

性質のものである。

　これに対し、今回のプロジェクト方式技術協力でドミニカ国政府が求めているものは、カウン

ターパートと考えられる水利庁の技術者等に水管理技術を指導し、彼らが水利組合に技術や知識

を研修していくことによって技術移転がされていくものと位置づけられており、本協力の妥当性

が認められる。
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４．協力要請分野の現状と想定される活動内容４．協力要請分野の現状と想定される活動内容４．協力要請分野の現状と想定される活動内容４．協力要請分野の現状と想定される活動内容４．協力要請分野の現状と想定される活動内容

４－１　水管理・水利組織

　本プロジェクト案件は、現在、ドミニカ国で推進中の灌漑システムの管理移管政策との関連で

要請が出されたものである。

(1) 灌漑地区の管理移管事業の現状とその今後

　ドミニカ国では、次に示す目的の下、現在、灌漑地区の管理移管事業（政府から水利組合へ

の移管）が推進されている。

１）移管事業の目的

　灌漑システムの管理移管事業は、1987年に開始された。その目的は、政府補助金の削減と

水管理の改善にある。その詳細は、下記のとおりである。

①　政府補助金の削減

　ドミニカ国では、従来から、政府が受益者から水利費を徴収し、灌漑システムの維持管

理に必要な予算を確保するという政策を導入していた。しかしながら、水利費の徴収率

は、約15％と低い値にとどまっていた。そのため、維持管理に必要な資金に対する不足分

は、政府予算により支出される状況が続き、このことが政府財政を圧迫する要因の１つと

なっていた。

②　水管理の改善

　水利庁の説明によると、上流ブロック優位の取水などに起因する不公平な配水や低い灌

漑効率が、多くの灌漑地区で問題となっていたという。それらの問題の要因の１つは、受

益者農民の当事者意識の欠如であり、水管理改善のためには、農民への管理移管に伴う意

識改革が不可欠であるという政策的判断も、移管事業導入の背景にあったようである。

　ドミニカ国では、ここ約30年間で灌漑面積が８万haから25万haに増加した。このよう

に、従来の灌漑事業の中心は新規開発であり、建設された施設の効率的な活用に焦点が当

てられてこなかったことが、現在の低灌漑効率など水管理問題の背景にあるようである。

また、土水路が多いこと、流量を観測できる施設数が不足している点など、施設整備水準

の低さも、低灌漑効率の原因として指摘されている。

２）移管事業の進捗状況と今後の計画

　1987年に最初の移管が実施された。現在までは、大規模灌漑システムの移管に重点が置か

れている。移管事業の進捗状況は、次に示すとおりである。

①　灌漑面積の33％で移管を実施

　ドミニカ国の灌漑面積は約25万haであるが、８万2,500haの面積に対する移管が終了し
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た。

②　灌漑地区数の約９％で移管を実施

　ドミニカ国には340の灌漑地区があるが、現在までに26の灌漑地区で移管が終了した。

　現在、移管事業は、重力式灌漑地区を対象に導入されている。全国で約80あるポンプ灌

漑地区（すべて小規模、水源は河川や地下水）に対しても、今後、移管事業が適用される

計画となっているが、困難が予想されるとの声が水利庁内部で聞かれた。

③　灌漑受益農家の43％が、管理移管された灌漑地区で営農

　ドミニカ国の灌漑地区には７万5,000戸の農家が存在するが、そのうちの43％が移管さ

れた灌漑地区で営農している。

　移管事業は、２次水路以降の施設の管理移管に焦点を当てて実施されている。将来的に

は、幹線水路を含む灌漑施設のほぼ全面的な管理移管が計画されている。すなわち、将来

における水利庁の灌漑地区管理へのかかわりは、ダム、取水口という基幹施設の管理のみ

となる。

　また、灌漑地区の管理移管、水利組合の設立/運営、水利費の徴収、水利権などについ

て明記、言及された「水に関する法律」が、現在、国会において審議中である（付属資料

６．参照）。

　水利庁の説明によれば、現在、審議中の「水に関する法律」が制定されれば、その時か

ら５年以内に灌漑システムの管理移管をすべて終了させる必要があるとのことである。

　また、水利庁は、灌漑を含めた水のユーザー（発電、都市用水など）すべてから水代

（使用量に応じた）を徴収することを計画している。このシステムが導入されれば、各水

利組合にも水利庁に対する水代支払いの義務が発生することとなる。

３）移管事業のプロセス

　移管事業は、下記の手順で実施されている。

①　水利組織（農民組織）の設立と運営指導

　大規模灌漑システムの場合、水利組織は、水利グループ、水利組合及び水利組合連合体

という重層的な形態となっている。水利グループは、３次水路ブロックごとに形成されて

いる最小単位の組織である。水利グループの集合体が、２次水路レベルごとに形成されて

いる水利組合である。水利組合連合体は水利組合の集合体で、灌漑システムの全体を包括

する形でが結成されており、事務局を設け活動を行う体制となっている。

　各流域ごとに１つの水利組合連合体を設置することが計画されており、小規模灌漑地区

の場合、同じ流域内の大規模灌漑地区を核とした水利組合連合体に、組織構成上は吸収さ

れる形態となっている。

　なお、水利庁は、設立された水利組織に対して、組織活動（総務、会計、技術面など）
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に関する運営指導を行っている。

②　灌漑地区管理移管に関する協定

　灌漑地区管理移管に関する協定は、水利庁長官と水利組合連合体の代表者の間で結ばれ

る。この協定には、ａ）移管されるのは施設の管理権であり、施設所有権は従来どおり政

府にあること、ｂ）自然災害により施設が破損した場合は、水利庁の責任で復旧工事を行

うこと、ｃ）灌漑地区の拡張や施設の新設は、水利庁の許可を得て水利組合連合体の責任

で実施すること、ｄ）灌漑地区の維持管理に必要な経費は、水利組合連合体の予算（組合

員の水利費を原資とする）で充当すること、などが明記されている。

③　施設のリハビリテーション（必要性に応じた）

　移管に同意した地区に対しては、その必要性に応じ、施設のリハビリテーションを政府

の予算で実施することとなっている。現在実施中の世界銀行と米州開発銀行の借款プロ

ジェクトである「灌漑システムの管理移管支援」においても、施設のリハビリテーション

はその事業内容の１つとなっている。

④　管理移管後のフォローアップ

　管理移管直後は、移行期間が設けられ、次に示すような支援が政府により実施されてい

る。

(a) 技術支援

　移行期間中、水利庁の技術者が水利組合に対して、灌漑地区管理に関する技術指導を

行なう支援体制が設けられている。

(b) 暫定的な補助金の継続

　移管された灌漑地区における、水利組合による水利費の徴収率は50％を上回る。この

ように、政府が水利費の徴収を行っていた移管前の状況（徴収率は、平均で約15％）と

比較すると、徴収率自体は著しく改善される。しかしながら、移管後すぐに、水利費の

みで維持管理費などすべての水利組合活動費を手当できる状況に達することは困難であ

る。そのため、水利組合活動費の不足分を補助金の形で政府から支出するという、暫定

的な措置が講じられている。

(c) 維持管理用の重機の供与

　水利庁は、施設メンテナンス用重機（バックホー、グレーダー、ブルドーザーなど）

を水利組合連合体に供与することを計画している。この供与計画は、上記の「灌漑シス

テムの管理移管支援」に関する借款プロジェクトの事業内容にも含まれている。
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(2) 水利組織とその活動

１）水利組織の概要

　ドミニカ国における水利組合連合体の組織図は、図4-1に示すとおりである。

図4-1　水利組合連合体組織図

　総会が組合員の意思決定の場であり、組合役員の選出もその場で行われる。事務局は、図

4-1に示すとおりに技術班と総務班で構成されており、常勤スタッフを雇用して運営されて

いる。技術班は灌漑地区の維持管理業務の全般を、総務班は水利費の徴収、会計、その他、

事務業務の全般を担当している。常勤スタッフの人件費を含む灌漑地区の維持管理に必要な

経費は、組合員からの水利費によって手当されている。幹部会は、連合体に所属している各

水利組合の代表者から構成されている。例えば、10の水利組合から構成される水利組合連合

体の場合は、それれぞれの代表者からなる10名構成の幹部会となる。総会の場で、それら幹

部の中から組合長、副組合長、庶務、その他の役員を選出することになっている。任期は２

年で、無給のボランティア業務である。

　一方、水利組合連合体を構成する各水利組合（Asociación）においても、３次水路ブロッ

クの水利グループ長の中から、水利組合の代表、副代表、庶務、会計などを選出することと

なっている。これらの任期も２年で、無給のボランティア業務である。

　日常の水管理及び施設の維持管理は、それぞれの責任範囲（水利グループは各３次水路ブ

ロック、水利組合は各２次水路レベルの維持管理業務を担当）を明確した重層的な組織の特

性を生かしながら実施されている。

総会

（Asamblea General）

水利組合連合体幹部会

（Junta Directiva）

事務局長

（Gerente）

　　　　　　　　　技術班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務班

　　　　　　（Personal Técnico）　　　　　　　　　　（Personal Administrativo）
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　移管された灌漑システムでは、現在、２次水路以降の維持管理が水利組織により行われて

いるが、前述のように、将来的には、幹線水路を含む維持管理が水利組織により実施される

計画となっている。

２）水利費

　水利費の額は、各水利組合連合体によって異なる。調査期間中に視察したUlises Francis-

co Espaillat (UFE)水利組合連合体の場合、その額は以下に示すとおりである。

①　１戸当たりの灌漑面積が160タレアまでの場合の水利費

・水稲 -----　40ペソ/タレア/年

・畑作 -----　20ペソ/タレア/年

（注）1999年７月末現在：１US＄＝15.87ペソ

②　１戸当たりの灌漑面積が160タレア以上の場合は、上記の単価の２倍を徴収

　UFE水利組合連合体の場合、1998年の水利費の徴収率は約55％であった。徴収率は、

毎年の農産物の価格状況すなわち収益の状況に連動する形で変動するとのことである。

　水利庁の説明によると、移管後は、前述のように、すべての灌漑地区で水利費徴収率の

改善が見られるとのことである（政府管理時、平均で約15％であった徴収率が、移管後は

50％を超す値を示す）。

　UFE水利組合連合体の場合、水利費の未払い者に対しては、２か月間の支払い猶予期間

の後、月々２％のペナルティーを加算する規則が設けられている。

３）水利組織の活動

　移管後は、水利組合を中心とした受益者参加型による水管理及び施設の維持管理活動が行

われる。水利庁及びUFE水利組合連合体の説明によると、受益者参加型による灌漑地区管

理の長所として、下記の点が挙げられるとのことである。

①　水管理の改善

　政府管理の時代は、上流ブロック優位の取水、下流ブロックの水不足など、不均衡な水

配分の問題に起因する水争いなどがあったが、移管後は、水管理改善に伴い、それらの問

題が減少したとのことである。

②　施設の管理者意識の向上

　移管前は、農民による施設の破損が多く見られたが、移管後はそのような破損なども減

少しているという。UFE水利組合連合体の場合は、施設を破損した者に対して、補修に必

要な費用を請求できる規則が制定されている。

　その他、政府役人とのコミュニケーションが容易となる、組織化によって、寄付や財政

支援が受け入れやすくなるなどのメリットも報告されている。
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４）圃場学校の運営

　UFE水利組合連合体は、水利庁から管理移管を受けた圃場学校（Finca de Escuela）を

運営している。

①　圃場学校の面積は約６haで、実験圃場と簡易な施設（講義用の建物など）からなり、２

名の管理者にて運営が行われている。

②　圃場学校では、水利組合連合体スタッフや水利庁の技術者が講師となり、農家を対象と

した技術研修（灌漑、栽培技術）を実施している。現在のところ、研修受講者は、周辺農

家に限られている。

③　圃場学校の運営は独立採算性であり、圃場からの生産物の販売金で活動費が手当されて

いる。

　このような圃場学校は、水利庁所有のものが南部のバニーの灌漑排水研修センターや北部

サンティアゴにも存在する。しかしながら、前述のように、独立採算性による運営のため

か、活動は低調である。

(3) 水管理・水利組織活動についての問題点

　水利庁及びUFE水利組合連合体との協議において、次のような問題点が指摘された。

１）圃場水管理

　灌漑に関する基本的な知識が、農民にも現場技術者にも欠けている。例えば、畑作地の灌

水法として一般的に用いられている畝間灌漑の場合を例に取れば、灌水時間と浸透度合の相

関や適切な流速（浸食を起さず、かつ水適用効率が高くなるような流速）等についての知識

が不足しているとのことである。このような知識不足による不適切な水管理が、低い灌漑効

率や塩害などの問題を生じさせる要因の１つとなっているとの指摘があった。

２）灌漑システムの維持管理（水管理を含む）

　現場技術者に、水管理に関する基本的な知識（例えば、作物別かつ生育ステージ別の単位

用水量などに関する知識）が欠けている。そのためか、適切な配水計画が策定されないまま

の状態下で水管理が実施されている。すなわち、圃場での水需要の把握がなされないまま

に、水配分が行われており、効率的な水管理が実施できる体制とはなっていない。また、灌

漑システムの維持管理業務に必要なガイドラインも、ほんどの灌漑地区の場合、不備の状態

である。

３）水利組織活動

　水利組織による適切な灌漑システム管理のためには、継続的な研修の実施による水利組合

活動の強化が必要である。移管時、水利組織を対象とした指導・研修が水利庁により行われ

ているが、その内容・期間なども十分ではなく、継続的な研修の実施が望まれている。
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　具体的には、技術面（水管理、灌漑農業下の栽培技術、施設メンテナンス用の重機の点検

面など）や組織運営面に関する継続的な研修が必要とされている。

４）人材及び教材不足

　前述のような圃場水管理・灌漑システムの維持管理及び水利組織活動に関する研修を、持

続的体制の下、実施していきたいというのが水利庁の希望である。それらの研修を通して、

水管理の改善や水利組織活動の強化のために必要な人材（政府スタッフ、水利組合連合体の

技術者、代表者等）を育成していきたいというものである。

　しかしながら、現状では、研修講師を務めることができる水利庁のスタッフの数は限られ

ている。また、各種研修用教材も整備されておらず、適切な研修を実施できる体制とはなっ

ていない。

５）政府機関による農業技術の普及サービスが少ないことも、灌漑農業を取り巻く問題点の１

つとして指摘されている。

(4) 協力活動の内容（案）

　　水利庁との協議の結果、ミニッツに示される４つの分野について技術協力が要請された。

　水管理・水利組織分野の協力活動として求められている内容は、下記のとおりである。

１）圃場水管理

　主要作物別（水稲、畑作物）に、「いつ、どれくらい、どのように」灌水すればよいかな

ど、基礎的な圃場水管理技術の研修に係る技術協力が求められている。

　それら圃場水管理の研修を、講義と圃場実習の組み合わせにより実施したいというのが水

利庁の意向である。

　研修対象者は、水利庁の技術者、水利組合連合体の技術者、農民である。

　具体的な技術協力内容としては、下記の項目が挙げられる。

　①　研修用カリキュラムの作成

　②　研修用教材の作成

　③　研修講師の育成

　研修用カリキュラムの作成や教材作成の業務は、水利庁の技術者による作業部会を設立

し、実施していくことが適切であろう。専門家は、その部会に対する指導助言を通して人材

育成に主眼を置いた活動を行うことが必要である。

２）灌漑システムの維持管理

　水管理（配水計画を含む）、施設操作、施設のメンテナンス・補修などの研修に係る技術

協力が求められている。特に、基幹施設レベルの維持管理に重点を置いた研修の実施が望ま

れているので、その点に関する技術協力が中心となるであろう。
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　研修対象者は、水利庁の技術者、水利組合連合体の技術者及びゲートキーパー等である。

　技術協力の内容としては、圃場水管理分野と同じく研修用カリキュラムの作成、研修用教

材の作成及び研修講師の育成が挙げられる。圃場水管理分野と同じく、作業部会に対する技

術的な指導助言に協力の重点を置くことが肝要であると思われる。

(5) 留意事項

１）水利庁の灌漑部署の技術者（約180名）は、大学の農学部出身者などで構成されている。

ドミニカ国の大学には灌漑専攻の学科がないため、そのうち、灌漑のスペシャリストと呼ば

れるのは、外国で修士号を取得した10名足らずの技術者のみである。

２）水利庁は、移管後、各水利組合が独立採算制で、灌漑地区を持続的に管理していくために

は、組合の財政基盤の強化が必要であり、そのための前提は営農改善による農家収益の増加

であるとの考えを持っている。そのような考えの下、今回の協力対象分野の１つとして、栽

培技術に関する技術協力が水利庁より要請されたといえる。

４－２　施設管理

(1) 協力分野の概要

１）灌漑農業の概況を述べる。

　水利庁が創設されて1999年で34年目を迎える。水利庁は直轄で309の灌漑システムを有

し、その灌漑面積は25万ha（受益者数７万人）で主に水稲４万2,000ha、食用バナナ１万

7,000ha、砂糖きび１万3,000ha等に灌漑されている。これまでに建設された主要な灌漑施設

としては、大型ダム13箇所、幹線用水路約1,800㎞、支線用水路約1,800㎞、幹線排水路900

㎞及び支線排水路650㎞があり、また、これらの用排水路に付帯する管理用道路として用排

水路全延長の55～65％が建設されている。しかし、灌漑面積はその可能面積の半分にも満た

ないため、新規灌漑農業開発とともに、低コストで早期に効果が発現する既存灌漑施設のリ

ハビリが喫緊の課題となっている。

　現在、水利庁では２次水路以下の灌漑施設の維持管理について水利組合への移管を全国規

模で進めている。10の水利組合連合体が灌漑システム・灌漑面積等の大規模な地区に組織さ

れており、全灌漑面積の34％にあたる受益面積の水管理・施設維持管理を実施している。し

かし、これらの水利組合の中でも順調にその機能を発揮しているのは２地区程度であり、残

りのほとんどの地区が老朽化に伴う施設機能低下などの問題を抱えているのが現状である。

したがって、これらの問題に対処するためには、水利組合の組織化だけを進めるのではな

く、水利庁の技術者や農民自身が水管理や施設維持管理に関するノウハウを会得していくと

いうことが重要である。
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(2) 現地調査結果

１）水利庁バニーの灌漑排水研修センター

　　（Centro Nacional de Capacitación en Irrigación y Drenaje, CENACID）

　本センターは、1978～1990年に米州開発銀行の借款事業で実施された「灌漑排水リハビリ

プロジェクト」で建設された施設であり、水利庁がこれを引き取って増改築し、1994年２

月、灌漑排水研修センターとして発足させて、現在に至っている。

　維持管理については、水利庁灌漑部の出先機関であるオサマ・ニサオ地方灌漑事務所が実

施しており、その維持管理は良いことが確認された。人件費（約20名）は、水利庁の予算の

中から、また、維持運営費は、徴収した研修費の中から拠出されており、センターの維持運

営は全く問題ないとの印象を受けた。

　これまで実施された研修体系であるが、CENACIDそのものは施設の提供を行っているだ

けであり、研修内容、講師の手配等は研修を実施する機関（地方灌漑事務所、水利組合連合

体等）が独自に行っている。1997～1999年までの３年間の水利庁関係の研修実績は、延人数

899名、延回数33回（１日程度の研修がほとんど）となっており、主なテーマは、「水管理

組織」や「灌漑施設の運営・維持管理」となっている。施設を使用している主な機関はオサ

マ・ニサオ地方灌漑事務所が約６割の頻度を占め、他の地方事務所の使用実績はここ近年、

ないことが確認された。

２）サンティアゴの灌漑農業開発研修センター（無償要請準備中）

　ドミニカ国においては、米はもっとも重要な食糧であり、食料品に対する家計支出の15％

が米に向けられている。稲の作付面積は1993年の資料によると８万6,793haといわれており、

その中心は北東、北西及び北央の３地方で全国生産量の86.5％を占めており、北部地方がま

さに稲作の中心となっている。また、水利庁が管理移管を計画している灌漑面積の３分の２

が北部地域に集中していること、日本の技術協力としてインパクトが大きいことなどをかん

がみると、「水稲作を中心とした既存灌漑地域における施設維持管理・水管理の改善」技術

に関する協力の方向性となる可能性が高い。しかし、ドミニカ国側との協議では、多角的経

営推進の観点から対象作物についてはもう少し検討時間がほしいとの見解が示された。

　センターの規模としては、３箇所のセンター建設予定地を調査したが、いずれもその面積

が１ha～1.5ha程度と狭小であり、農場の併設は困難ということが確認された。したがっ

て、北部地区のフィールドについては、水利組合受益地内（水利本庁内に専門家が勤務して

活動することになれば首都サント・ドミンゴから１時間程度のラ・ベガ地区（20万haという

広大な水田地帯）、地方都市サンティアゴであれば今回現地調査を実施した近隣のUFE水

利組合連合体管轄地域エスペランサ農場（全体面積が６haでうち、米３ha、キャッサバ２

ha、オレンジ２ha等を現在、試験栽培しており、これまでも現地研修を実施）等が候補に
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なっていくことが考えられる。

　また、今般、水利庁より提示された研修プログラム案を検討したところ、テーマは、「圃

場水管理」「灌漑施設の操作とメンテナンス」「栽培」及び「機械の操作とメンテナンス」

の４つから構成されている。年間の延人数は約1,100名、延日数は約72週（約16か月）が予

定されていることが確認された。（規模的にはバニーの灌漑排水研修センターの２倍程度が

想定される。）

３）灌漑排水施設

　ドミニカ国においては、灌漑施設（建設のピークは70年代）の老朽化と不適切な水管理・

維持管理により慢性的な灌漑用水不足が生じている。

　現場調査においては、１次水路は比較的良く整備されているものの、２次水路以降は、水

路における堆砂に起因した雑草類の繁茂による用水のオーバーフローやライニング水路の老

朽化による漏水などにより、灌漑用水の効率的利用に支障を来たしていることが各所でうか

がわれた。

　これらの維持管理の状況について現地の農民に対し聴き取り調査を実施したところ、その

主な原因としては、①資金不足（水利費の徴収率が高い水利組合においても1998年は55％程

度）と②ノウハウ不足（草刈等の維持管理は年に２回程度実施しているとのことであった

が、水管理についてはそのノウハウを一部の人間しか知らない状況であり、用水を金銭で売

買するというような悪弊が生じている）であることが確認された。ちなみに、徴収される水

利費の金額は160タレア（１ha＝14.9タレア）までが、40ペソ/タレア/年（米の場合）及び

20ペソ/タレア/年（その他の場合）であり、160タレア以上はそれぞれ上記金額の２倍とさ

れている。

　また、技術的な面においては、水利庁及び水利組合の技術者ともに、特に水管理面に係る

基礎的な技術の不足が確認された。例えば、各取水施設でどれくらい取水量が必要で、どの

ような配水計画のもとにどれくらいの量の用水のデリバリーが行われ、さらには圃場におい

てどのような水管理を行っていけばよいのかが分からないので、灌漑排水計画の基礎的な部

分の技術移転の実施もしてほしいとのことであった。

４）建設機械センター

　水利庁は、灌漑施設の維持管理のための建設機械を全国に300台ほど保有している。

しかしながら、使用可能な機械は100台にも満たない（残りは使用不可能または修理中）。

サント・ドミンゴには中央機械修理工場（総数115名、うち整備工75名）を、ほかに全国10

箇所の地方灌漑事務所に簡易な維持管理のための機械修理工場を有しているが、ここでは通

常の日常点検程度の整備は可能なものの、技術を要する修理などはすべて民間に委託してい

るのが現状のようであった。施設もかなり老朽化しており、部品がないために（すでに製造
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されていない？）使用できないような修理用機材もかなり見受けられた。

　水利庁は、今現在使用している建設機械を有効に利用したいこと及び修理すれば利用可能

な建設機械を増加できることの両観点から、整備技術者を養成したいとの考えを持ってお

り、本協力の中で重機械の維持管理手法及び軽微な修繕方法に係る基礎的な技術移転の実施

を望んでいることが確認された。

(3) 現段階における主な課題

１）水利庁バニーの灌漑排水研修センター（CENACID）

　本センターにおける現段階での主な課題は下記のとおり。

①　講義室が２室のみで、多様な研修目的に応じた講義に支障がある。

②　宿泊施設は50名程度を収容可能ではあるが、１室が８名と手狭である。

③　視聴覚機材（テレビ、パソコン等）がなく、多様な研修目的に応じた講義に支障があ

る。

④　対象作物にもよるが、近隣の付属農場をフィールドとして使用する場合、若干のインフ

ラ整備を要する。

⑤　①～④にかかる費用は、プロジェクト技術協力の予算内で拠出可能と判断される。

２）サンティアゴの灌漑農業開発研修センター

　本センター構想の現段階での主な課題は下記のとおり。

①　水利組合等に対する効率的な研修の実施のためには、センター建設が不可欠（無償資金

協力の早急な正式要請及び別途指示が期待される）。

②　センター建設予定地３箇所の絞込み。

③　フィールドの候補地の決定。

④　サンティアゴ事業所（ジャケ・デル・ノルテ地方灌漑事務所の出先機関で職員総数６名

で、うち技術者３名）の移転計画の明確化が必要（現在、当該事業所はサンティアゴ市役

所の一角を間借りしているが、早めに出て行くよう要請されているとのこと）、つまり事

務所の維持管理機能（予算、人員含む）のセンターへの流用を考えること。

３）灌漑排水施設

　灌漑排水施設における現段階での主な課題は下記のとおり。

①　ドミニカ国技術者は、水利庁本庁の技術者を含め、灌漑排水計画の基礎的知識が不足し

ている。

②　１）との関係で基本的に「灌漑排水計画」の分野は、個別専門家の担当ではあるが、基

本的知識としての技術移転をどのプロジェクト方式技術協力専門家が実施していくのか

（おそらく、現段階の構想では施設維持管理の専門家がフォローせざるを得ないのではな
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いか）。

③　上記の関連で、特にドミニカ国が技術移転の対象としているマクロの意の「水管理」を

本格的に実施する場合、プロジェクト方式技術協力の１専門家が他分野と並行して担当す

ることは困難と考えられるため、マクロ水管理の取扱をどうするか。

　ドミニカ国は、２次水路以降を水利組合に移管することとして、水利組合の技術者や農

民を対象に維持管理・水管理にかかる借款プロジェクト（世界銀行、米州開発銀行）を

2002年までの予定で実施中であるが、本件との連携・協力を今後調整する必要がある。

４）建設機械センター

　建設機械センターにおける現段階での主な課題は下記のとおり。

　本分野は、技術面、経費面を考慮しても民間活用をすべき方向が得策と考えられる。

　また、水利庁は幹線用水路の維持管理も将来的に水利組合に移管していく考えであり、こ

のスタンスを考慮しても、重機械の維持管理等に係る協力については協力分野を特定するこ

とが必要である。

(4) 今後の調査方針の提言

　ドミニカ国との協議及び現地調査結果より、以下の点に留意して今後の調査を実施していく

必要があると考える。

１）「灌漑施設維持管理」分野については、ドミニカ国の現状をかんがみると（現場経験が少

ない）、水利本庁をベースにした場合、水利組合の技術者や農民を指導可能な水利庁技術者

の養成に係る活動計画に、フィールド活動（モデル地区には固執しなくとも実施は可能）を

どのように取り込めるかを、詳細に検討することが重要である。

２）マクロの意の「水管理」手法については、ドミニカ国が望んでいるものをどこまで活動計

画の中に取り込めるのかを再確認する必要がある。

３）ミクロの意の「圃場水管理」手法については、現在の感触では灌漑方法や圃場水管理と

いった観点からの技術移転の方向となりそうではあるが、この場合、本分野の特質を考慮し

て、モデルファームに極力近いほうが有効と考えられる。

　しかし、水利本庁がベースの場合、上記を考慮するとどのような活動計画のオプションが

策定できるのかを十分に検討する必要がある。

４）重機械の維持管理に係る協力については、今回協議ではその必要性は高いとは認められな

いものの、当面の間、水利庁が直轄で維持管理を行っていくという観点も考慮し、今後協力

分野・項目を絞りこんで、必要に応じて活動計画に盛り込んでいくことも検討する必要があ

る。
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４－３　栽培・普及

(1) ドミニカ共和国の灌漑農業

　ドミニカ国の農地は灌漑地帯、乾燥平坦地、山間傾斜地の３つに分類される。

・灌漑地帯： 米、バナナ、キャッサバ、豆、野菜（トマト）

・乾燥平坦地： 牧畜、サトウキビ、豆、カカオ、バナナ、キャッサバ、タバコ、

トウモロコシ

・山間傾斜地： 野菜、コーヒー、ジャガイモ、トウモロコシ、樹木、果樹

　耕地面積102万haのうち、約25万haが灌漑面積である。全耕地面積のうち、米の栽培面積が

もっとも多く、９万ha前後を占める。米はドミニカ国の主食で古くから栽培されており、米・

豆・鶏肉を食材にしたものが伝統料理になっている。主要な栽培地は、水が豊富にある河川の

周辺で、特にジョナ川周辺は栽培が盛んである。一般に年２回の収穫が可能で、１回目は穂だ

けを刈取り、２回目は２番穂を収穫する。ドミニカ国全体の1989年～98年の平均では、水稲栽

培面積９万7,894ha、生産量28万7,700トン（精米）、平均単収294㎏/10ａである。栽培管理は

粗放で、水管理では中干しや間断通水は実施していない。

(2) 技術指導の状況

　農業者に対する栽培指導は、普及組織を有する農務省が主であるが、農地管理面からの農地

庁、水管理面からの水利庁も指導を実施している。

１）農務省（SEA）普及・訓練部

　ドミニカ国の農業普及事業は、1962年から米国の指導によって始まった。農業普及事業は

技術移転、技術援助により農家の生産水準の向上を図り、国内への供給増大、輪出農産物の

拡大を目的としている。1995年から農業普及事業は、稲作主体の灌漑地域、工芸作物と牧畜

主体の乾燥平坦地域、自給生産主体の山間傾斜地域の３地域に分けて普及活動を推進してい

る。普及・訓練部は持続的農業課、技術協力・援助課、研修課、応用研究課、庶務課、技術

広報課からなる。

　農務省は全国を29のゾーンに区分し、ゾーンをさらに123のサブゾーンとし、サブゾーン

をさらに区分して1,060の地区（Area）としている。この地区は１名の普及員が担当する普

及の最小単位である。

　地方機関としては、２～４ゾーンを管轄する地方事務所が設置されている。その下に１

Provinciaを管轄区域とする地域事務所、さらにその下におおむねProvinciaを４～５分轄し

た地区事務所が設置されている。普及員はこの地区事務所に所属している（表4-1）。
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表4-1　農務省の管轄区分

　普及員数は941名、普及員の資格試験はなく、専門学校（８年の初等、中等教育後４年制

の農業専門の学校）及び大学の卒業者を採用し、半月の新任者研修を行って現地地区事務所

に配置する。１普及員は、５村、12グループ、農家戸数200戸、農地面積500haを担当する。

農家によっては、普及員の指導や助言が皆無である場合もある。

　普及方法は、巡回指導、展示圃の設置、講習会の開催、先進地の見学などで、普及手段は

栽培手引き・ポスター、リーフレット、標本などを使っている。

　普及員の研修は、新任者研修、作物ごとの研修は行われている。普及員の能力に応じた体

系的研修は行われていない。

２）農地庁（IAD）技術支援課

　ドミニカ国には大土地所有者と土地を持たない農民とがいる。1962年土地を買収し、土地

を持たない農民の入植事業を行うため農地庁を設置した。農地庁は土地の買収、道路、生活

用水の確保、学校の建設など入植地の整備と入植者への土地の配分、資金の貸付、指導及び

入植地の管理を行うため、９開発事業所、13地方事務所を置いている。

　地方事務所では、入植区ごとに１名のAdrministrador Técnico（入植管理技術者：農業

技術員）と補助者として地元採用の助手１～２名を配置し、入植地の管理、環境整備、入植

者への資金の貸付、指導などを行っている。入植初期は、総合的な指導が必要なことから土

地管理を中心とした技術指導も実施しているが、指導者数、予算面は十分ではない。

　サンティアゴに農地庁の研修施設（CECARA）があり、指導者や入植者の研修を実施し

ている。研修内容は作付方法、病害虫、灌漑、資金、市場、組織化などである。

３）水利庁（INDRHI）

　水利庁は、灌漑設備の保守管理とともに、すでに導入された灌漑の効率を高める必要性か

ら、水利組合の育成、管理移管、利用技術の向上を図っている。現在、研修機関としてバ

ニーの灌漑排水研修センターを有しているものの、実質は地方事務所やプロジェクト関係

者、水利組合がそれぞれの研修を実施している。特に実証農場は機能を果たしていない。

　水利庁には、農学系職員が180名ほどいるが、灌漑施設の維持管理が業務で、圃場レベル

の指導は行っていない。また、灌漑農業についての研修プログラムや教材は整備されていな

い。

管　轄　区　分 数
地方事務所（Regional） 8
地域事務所（Zona Oficina） 29
地区事務所（Sub-Zona Oficina） 123
普及員担当区（Area） 1060
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(3) まとめ

　今回調査の対象となった灌漑栽培技術は、今のところどの部署も取り組んでいない状況で

あった。灌漑栽培技術は、用水管理や利用可能な水量と密接に関係しており、現状では水利庁

のもと、水利組合を通じて技術指導を行うことが望ましいと考える。

　今後、灌漑栽培技術の領域、研修実施部署や予算の整備、技術職員の資質向上について検討

が必要である。
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５．今後のプロジェクトの進め方５．今後のプロジェクトの進め方５．今後のプロジェクトの進め方５．今後のプロジェクトの進め方５．今後のプロジェクトの進め方

(1) 基本計画（案）の作成、各分野における想定される活動内容・方法の整理

　次回実施予定の短期調査において、参加型計画手法であるプロジェクト・サイクル・マネー

ジメント（PCM）手法によるワークショップなどを通して、「水稲作を中心とした既存灌漑

地域における水管理、施設維持管理の改善」をプロジェクトの中心課題とすることを確認し、

上位目標及びプロジェクト目標を設定する。

　また、灌漑農業に関する研修実施予定の各分野について、問題点及び想定される活動を詳細

に調査し、ワークショップにおいて作成予定のプロジェクト・デザイン・マトリックス

（PDM）をもとに、プロジェクト基本計画（案）を作成する。

(2) 研修計画の具体的内容

　水利庁（INDRHI）では体系的な研修計画は皆無であったが、プロジェクト開始後、具体的

に研修計画を作成していく過程において、期待されるプロジェクトの成果として、農家レベル

で実際に水管理・施設維持管理技術が向上する部分が必要である。単に研修センターでの研修

実績のみではなく、実際にモデル地区を設定し、研修活動に活用するなど、現場レベルでの改

善された水管理の姿が見えるような活動を含めた研修計画が不可欠である。

(3) プロジェクト実施体制

１）本プロジェクト方式技術協力のドミニカ国政府（水利庁）における組織上の位置づけを明

確にし、プロジェクト管理体制（プロジェクトディレクター、プロジェクトマネージャー、

合同委員会等）を確認する。組織上はバニーの灌漑排水研修センターのように水利庁の１地

方事務所下にあるのではなく、首都の上部組織の直属とすることが望ましい。

２）各日本人専門家のドミニカ国側カウンターパートについて、どこの組織からどういう人材

を配置させるかが重要であり、水利庁職員の技術レベルのついても事前に把握する必要があ

る。

３）プロジェクト運営にかかるドミニカ国側の予算措置についても協議する。

４）首都サント・ドミンゴの水利庁本部におけるプロジェクトチームの執務スペース確保の可

能性について確認する。

５）プロジェクト及び研修関連施設のインフラ整備費にかかるドミニカ国側の負担可能性につ

いて協議する。
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(4) 他機関の協力との連携可能性

　水利組合への施設管理移管に係る社会的な技術移転を行う世界銀行（PROMATREC）、米

州開発銀行（PROMASIR）両プロジェクトとの協力分野の役割を明らかにし、相互連携や情

報交換が可能なプロジェクトの位置づけを模索する。

(5) 無償資金協力の採択について

　プロジェクト方式技術協力と併せてドミニカ共和国側より要請された研修センターについ

て、当施設建設に関する無償資金協力の採択の是非によってプロジェクトの活動拠点が大きく

異なることが容易に想定されるので、平成12年度採択の是非を確認次第、プロジェクト活動拠

点を検討していく。

(6) 残された調査事項

１）稲作に関する農務省（SEA）管轄の研究機関及び研修施設（すでに実施されている技術研

修）の確認

２）灌漑効率の改善による生産性向上の可能性及び稲作の問題点調査、畑作農業に関する同様

の調査（栽培分野におけるプロジェクト活動の絞り込み）

３）水利組合及び灌漑地区の実態調査

４）実際に必要とされる研修内容、対象者（人数）及び研修費の負担可能性等

５）灌漑施設維持管理用重機の保有状況及びメンテナンス状況、重機業者（民間部門）の情報

収集（対象機種、メンテナンス・修理費等）

６）プロジェクトの協力開始時期
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６．団長所感６．団長所感６．団長所感６．団長所感６．団長所感

(1) 本要請では専門家をサンティアゴの灌漑農業開発研修センターに派遣することが求められ

ているが、センターの建設が１～２年程度遅れることが見通されること、現在のサンティアゴ

における水利庁出先機関が弱体であり、かつ移転が計画されていることから体制の整備が先決

であること、当初から地方へ出た場合には水利庁本部とのコミュニケーションが希薄となり、

プロジェクトに対する支援が十分得られるかどうかについて不安があることなどから、少なく

ともプロジェクト前半においては専門家をサント・ドミンゴの水利庁本部に配置することが適

当と考える。このことについては水利庁長官及び同庁幹部も賛同している。ただし専門家を本

部に置いた場合、カウンターパート（C/P）と頻繁に地方出張する必要が出てくるため、C/P

の旅費の確保をR/Dで明確にうたっておく必要があろう。

(2) 協力分野の特定のためには普及事業並びに灌漑組織で行われている施設の維持管理の実態

と現場ニーズをさらに明らかにする必要がある。このため短期調査員を派遣し追加調査を行う

とともに、PCMワークショップを開催し、協力の枠組みの詰めと前提条件の確認を行う必要

がある。また短期調査員の派遣に先立ち、在外ミニ開発調査の制度を活用して必要な現地情報

を収集しておくことは短期調査の効率を著しく高めると考えられる。

(3) 本プロジェクト方式技術協力にとって、サンティアゴの灌漑農業開発研修センターの建設

は不可欠であるが、プロジェクトの予算で同センターの建設を行うことは不可能である。この

ため遅くともプロジェクトの後半、モデル研修が開始されるまでには、無償資金協力によるセ

ンターの建設が完了している必要がある。センターは人づくりの要であり、新しいODAの中

期施策上も人材育成には最も高い優先順位が与えられていることから、無償資金協力としての

正当性は十分備えているものと考える。

(4) 本プロジェクトの開始時期については、2000年５月の大統領選挙及び８月の政権交代に伴

う水利庁幹部の異動を考えると、2000年９月頃が適当ではないかと考えられる。また実施協議

調査団の派遣は、５月の大統領選挙の結果が明らかになってからの適当な時期を選ぶことが適

当であると考えられる。



付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．ミニッツ（英文・西文）

２．要請書（和訳）

３．その他日本の協力事業

４．水利組織リスト

５．関係機関組織図

６．水に関する法律及び用水法案（抜粋）和訳

７．収集資料リスト
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